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　　　　　　　　　　　　　会 議 録　　　　　　　　　　　公開用 

 
会 議 の 名 称 令和８年４月定例教育委員会会議

 
開 催 日 時

令和８年４月１６日（木） 

開会　午後１時３０分　　閉会　午後１時５０分

 
開 催 場 所 本庁舎４階　委員会会議室

 議長（委員長・ 

会長）の職氏名
教育長　鎌田　亨

 

出席者及び欠席

者の職氏名及び

人数

【出席委員】 

教育長　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　亨 

教育長職務代理者　　　　　　　　　　　　　小林　学 

委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　新司 

委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　早苗 

委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　朋子 

 

【執行部出席者】 

学校教育部長　　　　　　　　　　　　　　　飯口　信彦 

学校教育部学務指導担当部長　　　　　　　　佐山　宏樹 

社会教育部長　　　　　　　　　　　　　　　関根　栄治 

学校教育部次長兼教育施設課長　　　　　　　内藤　晋吾 

学校教育部参事兼市民文化会館長　　　　　　野口　美明 

学校教育部学務指導担当次長兼指導課長　　　鶴見　和弘

社会教育部次長兼スポーツ推進課長　　　　　井崎　圭介 

社会教育部参事兼中央公民館長　　　　      清水　一男 

教育総務課長　　　　　　　　　　　　　　　石川　貴英 

学務課長　　　　　　　　　　　　　　　　　森田　　誠 

教職員担当課長　　　　　　　　　　　　　　松本真一郎 

教育相談センター所長                　　  秋山　法之 

学校給食課長　　　　　　　　　　　　　　　岡田　　務 

社会教育課長　　　　　　　　　　　　　　　柴山　伸之 

生涯学習推進担当課長兼視聴覚センター所長　石塚　晴美 

文化財課長兼郷土資料館長                  實松  幸男 

スポーツ施設担当課長                      福嶋　伸五 

中央公民館事業担当課長　　　　　　　　　　角田　尚之 
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事務局職員 

の職氏名
学校教育部教育総務課総務担当　新谷、村上

 

会議事項、議題

 

議案第１５号　 

春日部市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 

報告第２９号　 

春日部市未来を育む奨学金交付要綱の廃止について 

 

報告第３０号 

春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校職員服務規程

の一部改正に係る専決処理について 

 

報告第３１号　 

春日部市社会教育委員会議提言書について 

 

報告第３２号　 

春日部市生涯学習市民推進員の委嘱について 
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鎌田教育長 

 

 

 

鎌田教育長 

 

 

鎌田教育長 

 

委　員 

 

鎌田教育長 

 

 

鎌田教育長 

 

 

 

スポーツ推進

課長 

鎌田教育長 

 

スポーツ推進

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただいまから４月定例教育委員会を開会いたします。 

はじめに、本日の会議録署名委員を指名します。 

山口委員、お願いします。 

 

３月定例会の会議録（案）については、事務局より各委員に事前に配

付しています。質疑等があれば、お聞かせ願います。 

 

 事前に配付した会議録（案）のとおりでよろしいですね。 

 

[　「結構です」と言う人あり　] 

 

前回会議録は、事前に配付した会議録のとおり承認されました。 

事務局は、会議終了後、前回署名委員の署名を頂いてください。 

 

それでは、議事に入ります。 

はじめに、議案第１５号「春日部市スポーツ推進審議会委員の委嘱に

ついて」を議題とし、説明を求めます。 

 

はい。 

 

井崎課長、お願いします。 

 

議案第１５号、春日部市スポーツ推進審議会委員の委嘱について提案

理由及びその主な内容等につきまして、説明申し上げます。 

　議案書１ページをご覧ください。 

　はじめに、提案理由でございますが、春日部市スポーツ推進審議会委

員の任期満了に伴い、春日部市スポーツ推進審議会条例第３条第２項の

規定に基づき、委嘱したく、提案するものでございます。 

　次に、本審議会の概要につきまして、説明申し上げます。 

恐れ入りますが、議案書３ページ参考資料をご覧ください。 

はじめに、１設置根拠でございますが、本審議会は、スポーツ基本法

第３１条に基づき、春日部市スポーツ推進審議会条例において設置して

おります。 

　次に、２所掌事務でございますが、（１）のスポーツ推進計画に関す

ること、（２）スポーツ施設及び設備の整備に関することをはじめ６つ

の事項に対しまして、調査、審議し、教育委員会へ、ご意見やご提案を

していただくものでございます。 
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鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

 

委　員 

 

鎌田教育長 

 

 

 

鎌田教育長 

 

 

学務課長 

 

鎌田教育長 

　次に、３委員構成等でございますが、委員は「８人以内」とし、（１）

学識経験者、並びに（２）公募に応じた市民から、教育委員会が市長の

意見を聴いて委嘱するものでございます。 

　概要説明につきましては、以上でございます。 

　つづきまして、議案書２ページにお戻りください。 

「春日部市スポーツ推進審議会委員候補者名簿」です。 

　今年度は、委員の任期満了に伴いまして、新たに委嘱を行うものでご

ざいます。 

　名簿番号、１番から７番までの方につきましては、スポーツに関する

専門的な知識を有する学識経験者として、スポーツ・レクリエーション

に関係する団体と、本市のスポーツ推進に対し、引き続き連携を図って

いくことが必要な関係団体から、ご推薦をいただいたところでございま

す。 

　また、名簿番号８番の公募に応じた市民の方を含め、候補者「８人」

の委嘱をお願いするものでございます。 

　任期につきましては、令和８年５月２２日から令和１０年５月２１日

までの２年間とするものです。 

　説明は以上でございます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

質疑等はありませんか。 

 

ないようですので、これより採決をいたします。 

 

議案第１５号「春日部市スポーツ推進審議会委員の委嘱について」、

原案どおり決するに、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

[　賛成者挙手　] 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第１５号は、原案どおり可決と決しました。 

以上で、議案の審議を終了し、報告に移ります。 

 

はじめに、報告第２９号「春日部市未来を育む奨学金交付要綱の廃止

について」、説明を求めます。 

 

はい。 

 

森田課長、お願いします。 
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 学務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌田教育長 

 

報告第２９号、春日部市未来を育む奨学金交付要綱の廃止について、報

告いたします。 

議案書４ページをご覧ください。 

春日部市未来を育む奨学金交付要綱を廃止したので、別紙のとおり報

告するものでございます。 

廃止要綱は５ページに記載のとおりでございます。 

この度、要綱の廃止に至った理由・経緯でございますが、児童生徒の

将来の夢や希望を実現するために「未来を育む奨学金」を交付してまい

りましたが、事業の見直しを行った結果、令和４年度をもって新規募集

を終了いたしました。 

令和４年度までに交付決定している継続分の支援が、令和７年度末を

もって満了したことから、本事業を終了し、本要綱を廃止したものでご

ざいます。 

６ページの参考資料をご覧ください。 

こちらは、「未来を担う人財育成事業」についての参考資料となりま

す。 

本事業は「未来を育む奨学金」と「英語検定料助成」で構成され、 

このたび廃止をしました「未来を育む奨学金」事業は、学業、スポーツ、

芸術等の分野を問わず、日頃から思い描いている「挑戦したい、実現し

たい夢や希望」に関する提案を受け付け、こどもたち一人ひとりの可能

性やチャレンジ精神を育み、未来を担う人財へと成長できるよう、奨学

金を交付する事業となっております。 

平成３０年度から小学１年生から中学３年生を対象に事業を開始し、

令和４年度までで、上の表の下段になりますが、８８件の応募があり、

１７人に対し、９７３万６，０００円の奨学金を交付してまいりました。

各児童生徒の提案事業の内容は記載のとおりとなっております。 

また、「英語検定料助成」については、英検３級以上の取得を目的に、

中学３年生を対象に平成３０年度から令和４年度までで、３，２６７人

に対し、１，３２１万２，３００円の英語検定料を助成してまいりまし

た。こちらの事業のつきましては、令和４年度をもって、すでに終了し

ております。 

両事業とも、当初の目的としておりました、夢を抱く児童生徒への活

動支援や英語力向上は一定程度達成できたものと考えており、より幅広

く児童生徒の学力向上に向けた新たな事業として「スコア型テスト」に

変換を行ったため、事業を終了し、要綱を廃止したものでございます。 

説明は、以上でございます。 

 

質疑等はありませんか。 

次に、報告第３０号「春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校職
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教職員担当課長 

 

鎌田教育長 

 

教職員担当課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

 

 

 

鎌田教育長 

 

 

員服務規程の一部改正に係る専決処理について」、説明を求めます。 

 

はい。 

 

松本課長、お願いします。 

 

報告第３０号、春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校職員服務

規程の一部改正に係る専決処理について報告いたします。資料８ページ

になります。別紙「春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校職員服

務規程の一部を改正する訓令」をもとにご報告申し上げます。 

　学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、令

和８年埼玉県条例第７号の施行に伴い、学校職員の子育て部分休暇が新

設されました。 

また、職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例、令和７年埼玉県条例第３１号の施行

に伴い、学校職員が第１号部分休業又は第２号部分休業を選択可能とな

りました。 

　これらの改正に伴い、春日部市立小学校、中学校及び義務教育学校職

員服務規程の一部改正いたしました。 

１点目は、子育て部分休暇承認請求書の様式を追加したこと。第１０

条第１１項関係でございます。 

２点目は、子育て部分休暇変更届の様式を追加したこと。第１０条　

第１２項関係でございます。 

３点目は、部分休業申出書の様式を追加したこと。第１７条の２第３

項関係でございます。 

４点目は、第１号部分休業簿、第２号部分休業簿の様式を追加したこ

と。第１７条の２第４項関係でございます。 

　以上の４点でございます。報告は以上でございます。 

 

質疑等はありませんか。 

 

　新旧対照表や様式の添付では内容が分かりにくいため、変わった部分

をワンペーパーにまとめて簡潔に説明いただけると分かりやすいと思

いますので、今後は要旨をまとめたものを参考資料として添付していた

だくようお願いします。 

 

次に、報告第３１号「春日部市社会教育委員会議提言書について」、

説明を求めます。 
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 社会教育課長 

 

鎌田教育長 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい。 

 

柴山課長、お願いします。 

 

報告第３１号春日部市社会教育委員会議提言書について、報告いたし

ます。議案書１８ページ及びお手元にお配りしております別冊の提言書

をご覧ください。 

本提言書は、春日部市社会教育委員会議において「社会教育関係団体

の支援のあり方について」をテーマに、春日部市が社会教育関係団体事

業費補助金を交付している社会教育関係団体が直面している様々な課

題を調査し、行政としてどう支援していくべきなのか、検討を重ねてき

た成果をまとめたものでございます。 

　簡単に提言の概要について説明いたします。 

　提言書の表紙をめくっていただき、目次をご覧ください。 

本提言は、「第１章　提言作成にいたる経緯」から「第６章　今後の

展望と５年間の目標」までの６章建てで構成されております。 

１ページをご覧ください。第１章では、提言作成にいたる経緯を載せ

ております。 

２ページをご覧ください。第２章では、２ページから４ページまで、

社会教育関係団体の概念の整理と現状及び課題についてまとめており

ます。 

５ページ・６ページをご覧ください。第３章では、支援の基本的視点

として「自立性を高める支援への転換」、「構造改善を促す支援」、「次世

代との連携支援」の三点を提案しています。 

７ページをご覧ください。第４章では、７ページから１１ページに渡

り、令和７年度に各団体が試行的に実施した新たな取組の概要と成果、

今後の課題についてを整理しています。 

１２ページをご覧ください。第５章では、団体の自主性を尊重しつつ、

行政が伴走者として支援することを前提とし、「提言１　団体が主体的

に活動できるよう「楽しさ」を起点とした支援を行うこと」、「提言２　柔

軟な参加モデルを導入できる運営支援を行うこと」、次ページでは「提

言３　団体間や地域との連携を円滑にする支援体制を整備すること」　

の３つの観点から、提言としてまとめたものとなっております。 

１４ページ・１５ページは、第６章で、前章で示した提言を踏まえ、

各団体が持続可能な活動ができる環境を整備するための今後５年間の

展望と具体的な目標を整理しています。。 

以降につきましては、アンケート調査結果等の資料となっておりま

す。 

今後につきましては、この提言の内容を公民館や社会教育関係団体、
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鎌田教育長 

 

鎌田教育長 

 

 

鎌田教育長 

 

 

生涯学習推進

担当課長 

 

鎌田教育長 

 

生涯学習推進

担当課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌田教育長 

 

 

 

鎌田教育長 

 

学校教育部長 

 

市内小・中・義務教育学校、市民等へ周知を図るとともに、社会教育の

さらなる充実と地域コミュニティの持続的発展に活かしてまいりたい

と考えております。 

報告第３１号につきましては、以上でございます。 

 

質疑等はありませんか。 

 

　内容が多岐に渡っておりますので、内容を確認していただき、ご質問

等がございましたら、担当課までお願いします。 

 

次に、報告第３２号「春日部市生涯学習市民推進員の委嘱について」、

説明を求めます。 

 

はい。 

 

 

石塚課長、お願いします。 

 

報告第３２号「春日部市生涯学習市民推進員の委嘱につきまして」、

報告いたします。議案書１９ページをご覧ください。 

春日部市生涯学習市民推進員要綱に基づき、委員の方々への委嘱を行

ったものでございます。 

任期は、令和８年４月１日からの２年間でございます。 

市民推進員の構成については２０ページをご覧ください。 

　各地区公民館長の推薦によるものが１４名、一般公募５名の計１９名

でございます。 

主な活動内容といたしましては、「生涯学習関連施策の推進に関する

こと」、「生涯学習情報の収集、提供に関すること」、「生涯学習事業の企

画、運営及び啓発に関すること」などでございます。 

説明は以上でございます。 

 

市民推進員が何をするのか、どういう根拠に基づくのかなど、今後は、

参考資料を付けていただくなど、分かりやすい資料の作成をお願いしま

す。 

 

それでは、次回教育委員会の日程をお願いします。 

 

５月定例会につきましては、５月２６日、火曜日、午後１時３０分か

ら、本会場、本庁舎４階、委員会会議室での開催を予定しております。 
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鎌田教育長 

以上でございます。 

 

以上で、４月定例教育委員会を閉会いたします。

 会　議　結　果

 議案第１５号　承認


